
事務名 プール等経営許可 

根拠法令 プール等取締条例第 3条第 1項 

 

プール等を経営しようとする者は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める

ところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、学校教育法(昭和

二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する

専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校又は就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律

第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園において専ら当

該学校の幼児、児童、生徒若しくは学生又は当該幼保連携型認定こども園の園児

を対象とするプール(以下「学校プール」という。)を経営しようとする者は、こ

の限りでない。 


